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公
平
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務

条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
の
審

査
や
不
利
益
処
分
に
関
す
る
審
査

請
求
に
対
す
る
手
続
き
お
よ
び
審

査
な
ど
を
職
務
と
す
る
行
政
委
員

会
で
す
。

３
月
定
例
会
で
議
会
の
同
意
を
得

て
、
森
田
裕
博
さ
ん
が
５
月
２
日
付

で
町
長
か
ら
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

髙
栁
廣
好
さ
ん
、
鳥
越
和
代
さ
ん

と
３
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

公
平
委
員
に
森
田
さ
ん

３
期
目
と
な
り
ま
す

まちの花

ニュース

消
防
団
長
就
任
あ
い
さ
つ

　

平
素
よ
り
、町
民
の
皆
様
に
は

消
防
団
活
動
に
対
し
、ご
理
解
と

ご
協
力
を
頂
き
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、昨
年
は
災
害
が
少
な
い

と
い
わ
れ
て
い
る
群
馬
県
で
も
多

く
の
災
害
が
発
生
し
ま
し
た
。災

害
は
前
触
れ
な
く
発
生
し
、尊
い

生
命
を
奪
っ
て
い
き
ま
す
。幸
い

に
も
吉
岡
町
は
大
き
な
災
害
が
な

く
、火
災
も
建
物
火
災
は
０
件
で

し
た
。こ
れ
も
町
民
皆
様
の
防
災

に
対
す
る
意
識
の
高
さ
の
賜
物
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

我
々
、消
防
団
も
突
然
の
災
害

を
警
戒
し
、各
種
訓
練
を
実
施
し

町
や
消
防
署
と
連
携
を
強
化
し
、

消
防
団
員
一
致
団
結
し
て
安
全
な

地
域
づ
く
り
に
貢
献
し
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
支
援
と
、ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
て
、就
任
挨
拶

と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

消
防
団
長
退
任
あ
い
さ
つ

　

在
任
中
は
、町
長
は
じ
め
議
会
、

自
治
会
、消
防
署
、各
団
員
の
皆
様

に
ご
支
援
を
頂
き
、団
長
と
い
う

重
責
を
全
う
で
き
た
こ
と
に
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、団
長
就
任
以
来
、私
は
一

貫
し
て
町
民
の
生
命
財
産
と
団
員

の
命
を
守
る
こ
と
を
命
題
と
し
、

団
員
の
技
術
向
上
と
町
と
の
連
携

を
図
る
た
め
、総
合
防
災
訓
練
を

は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
訓
練
を
積

極
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

昨
今
、吉
岡
町
は
急
速
に
発
展

し
て
お
り
ま
す
が
、災
害
も
ま
た

多
様
に
変
化
し
て
お
り
ま
す
。災

害
は
無
く
せ
ず
と
も
、消
防
団
の

力
で
最
小
限
に
食
い
止
め
る
こ
と

は
で
き
る
は
ず
で
す
。

　

今
後
も
町
の
発
展
と
と
も
に
消

防
団
の
躍
進
を
期
待
し
、退
任
の

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

消
防
団
長
に
吉
澤
さ
ん

消
防
団
が
新
体
制
に

まちの鳥

教
育
長
職
務
代
理
者
に
大
沢
さ
ん

教
育
長
職
務
代
理
者
が
変
わ
り
ま
し
た

まちの木

　

教
育
長
職
務
代
理
者
の
小
林
静

弥
さ
ん
が
４
月
16
日
に
退
職
と
な

り
ま
し
た
。こ
れ
に
伴
い
、４
月
17

日
付
で
大
沢
知
子
さ
ん
が
選
任
さ

れ
ま
し
た
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
政
策
課
政
策
室

☎
 26
・
２
２
４
１
（
直
通
）

新消防団長
吉澤充雄さん

前消防団長
齋木健志さん

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室

☎
26
・
２
２
８
６（
直
通
）

大沢知子さん

　大島浩二さん
が新たに消防団
副団長に就任し
ました。
先任副団長の

岩田茂己さんと
ともに、ご活躍を
期待しています。

大島浩二さん

新副団長
就任

森田さん（中央）
髙栁さん（左）・鳥越さん（右）
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道
路
や
歩
道
に
張
り
出
し
た
枝

や
倒
木
は
、
通
行
す
る
人
や
車
の

妨
げ
と
な
り
、
大
変
危
険
で
す
。

災
害
時
の
安
全
確
保
の
た
め
に

も
、
樹
木
管
理
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。
特
に
、
通
学
路
で
は
管
理
の

徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。

土
地
を
所
有
し
て
い
る
人
へ

　

所
有
す
る
土
地
の
樹
木
な
ど
が
、

次
の
状
態
で
あ
る
場
合
は
、
樹
木

の
伐
採
や
枝
払
い
が
必
要
で
す
。

●
道
路
や
歩
道
に
枝
が
張
り
だ
し

て
い
る

●
枯
れ
木
や
折
れ
枝
が
通
行
の
邪

魔
を
し
て
い
る

●
竹
木
が
生
い
茂
り
、
通
行
の
邪

魔
を
し
て
い
る

　

私
有
地
か
ら
張
り
出
し
た
枝

は
、
土
地
所
有
者
に
所
有
権
が
あ
る

た
め
、
町
で
は
伐
採
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
倒
木
な
ど
が
原
因
で
通

行
者
や
車
に
事
故
が
発
生
し
た
場

合
、
樹
木
が
植
生
す
る
土
地
の
所

有
者
が
左
記
の
法
律
に
よ
り
責
任

を
問
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

樹
木
の
伐
採
・
所
有
地
管
理
の
お
願
い

安
全
な
通
行
の
た
め
に

まちの花

今月の納税今月の納税

納期限　７月１日㊊
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

町県民税普通徴収……１期

一
般
行
政
職

▼
採
用
予
定
人
員　

若
干
名

▼
受
験
資
格

①
平
成
２
年
４
月
２
日
〜
平
成
14

　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

②
日
本
国
籍
を
有
す
る
人
で
地
方

　

公
務
員
法
第
16
条
の
規
定
に
該

　

当
し
な
い
人

▼
試
験
日
・
内
容

【
第
１
次
試
験
】９
月
22
日
㊐

　

適
性
検
査
、教
養
試
験（
時
事
、

社
会
、人
文
お
よ
び
自
然
に
関
す

る
一
般
知
識
な
ど
高
等
学
校
卒
業

程
度
の
択
一
式
試
験
）

【
第
２
次
試
験
】10
月
中
下
旬

　

小
論
文
、面
接
試
験
、グ
ル
ー
プ

まちの鳥

吉
岡
町
職
員
採
用
試
験（
令
和
２
年
４
月
１
日
採
用
予
定
）

ま
ち
の
職
員
を
募
集
し
ま
す

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン（
作
業
）な
ど

▼
場
所　

吉
岡
町
役
場

▼
申
込
書
配
布（
開
庁
時
間
）

７
月
16
日
㊋
か
ら
庶
務
行
政
室
窓

口（
①
番
窓
口
）で
配
布
し
ま
す
。

▼
申
込
受
付（
開
庁
時
間
）

７
月
16
日
㊋
〜
８
月
６
日
㊋

※
開
庁
時
間
は
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

※
郵
送
の
場
合
は
、簡
易
書
留
で

８
月
６
日
㊋
消
印
ま
で
有
効

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
３
７
０

－

３
６
９
２

吉
岡
町
大
字
下
野
田
５
６
０
番
地

総
務
政
策
課 

庶
務
行
政
室

☎
26
・
２
２
４
０（
直
通
）

ご
み
収
集
場
所
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
週
間

春
の
環
境
美
化
週
間

まちの木

　

５
月
・
６
月
は
春
の
環
境
美
化

月
間
で
す
。環
境
美
化
推
進
協
議

会
と
各
自
治
会
の
協
力
に
よ
り
、

6
月
17
日
㊊
〜
21
日
㊎
に
各
ご
み

収
集
場
所
で
腕
章
を
付
け
た
役
員

が
ご
み
の
出
し
方
な
ど
の
一
斉
指

導
を
行
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

　

必
ず
指
定
の
袋
を
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。町
指
定
ご
み
袋
で
出
さ

れ
て
い
な
い
ご
み
に
は
、注
意
シ

ー
ル
を
貼
り
ま
す
。

民
法
第
７
１
７
条　

土
地
の
工
作

物
等
の
占
有
者
及
び
所
有
者
の
責
任

道
路
法
第
43
条　

道
路
に
関
す
る

禁
止
行
為

▼
伐
採
時
の
注
意
事
項

①
歩
行
者
や
自
転
車
、
自
動
車
の

安
全
を
十
分
確
保
し
、
ま
た
、
転

落
事
故
な
ど
が
起
こ
ら
な
い
よ
う

に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

②
電
線
や
電
話
線
が
あ
る
場
所
で

作
業
す
る
場
合
は
、
管
理
者
の
立

会
い
の
も
と
、
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

事
前
に
電
力
会
社
や
電
話
会
社
に

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
電
力
会
社
・
電
話
会
社
の
連
絡
先

東
京
電
力
群
馬
カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン

タ
ー

☎
０
１
２
０
・
９
９
５
・
２
２
２

ま
た
は

☎
０
２
７
・
８
９
８
・
３
４
０
６

受
付
時
間
は
、
日
曜
日
・
祝
日
を

除
い
た
午
前
９
時
〜
午
後
７
時
。

※
土
曜
日
は
午
後
６
時
ま
で

Ｎ
Ｔ
Ｔ
（
24
時
間
年
中
無
休
）

☎
１
１
３
（
局
番
な
し
）

☎
０
１
２
０
・
４
４
４
・
１
１
３

▼
町
道
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

産
業
建
設
課 

用
地
管
理
室

☎
26
・
２
２
７
９
（
直
通
）

▼
県
道
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
土
木
事
務
所

☎
22
・
４
０
５
５
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町政ニュース

　

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
け

て
い
る
人
は
、毎
年
６
月
に
現
況

届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。現
況
届
と
は
、毎
年
６
月
１
日

に
お
け
る
状
況
を
審
査
し
、引
き

続
き
手
当
を
受
け
る
要
件
を
満
た

す
か
ど
う
か
確
認
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。提
出
が
な
い
場
合
、６
月

以
降
の
手
当
の
支
給
が
差
し
止
め

ら
れ
ま
す
。ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

対
象
者
に
は
書
類
を
送
付
し
ま

し
た
。提
出
す
る
書
類
を
確
認
の

う
え
、郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

まちの鳥

現
況
届
の
提
出
は
６
月
28
日
㊎
ま
で
に

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人
へ

▼
提
出
す
る
書
類

□
児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届

（
押
印
を
忘
れ
ず
に
）

□
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し

※
児
童
の
健
康
保
険
証
は
不
可
。

※
町
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
保
険
証
に
よ
り
年
金
加
入
証
明

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
そ
の
他
、必
要
に
応
じ
て
提
出

す
る
書
類
が
あ
り
ま
す
。

▼
提
出
期
限

６
月
28
日
㊎

▼
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
福
祉
課
こ
ど
も
福
祉
室　

☎
26
・
２
２
４
８（
直
通
）

幼
稚
園
就
園
奨
励
費
の
支
給

幼
稚
園
児
の
保
護
者
へ

まちの木

　

幼
稚
園
教
育
の
一
層
の
充
実
と

保
護
者
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を

図
る
た
め
、私
立
幼
稚
園
の
授
業

料
な
ど
の
減
免（
就
園
奨
励
費
の

支
給
）を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

就
園
奨
励
費
は
、各
私
立
幼
稚

園
を
通
じ
て
支
給
し
ま
す
。在
園

す
る
私
立
幼
稚
園
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、令
和
元
年
度
の
支
給
対

象
期
間
は
９
月
末
日
ま
で
で
す
。

　

詳
し
く
は
、在
園
す
る
私
立
幼

稚
園
か
学
校
教
育
室
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
対
象（
す
べ
て
該
当
す
る
人
）

●
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
人

●
私
立
幼
稚
園
に
通
う
満
３
〜
５

歳
児
の
保
護
者

※
所
得
状
況
に
よ
り
、対
象
に
な

ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
私
立
幼
稚
園
の
う
ち
、子
ど
も
・

子
育
て
支
援
新
制
度
に
移
行
し
た

園
は
除
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室

☎
26
・
２
２
８
６（
直
通
）

6 歳未満の乳幼児の
着用は義務です。

チャイルドシートの
購入を補助します
交通事故から子どもを守るため、
チャイルドシートの購入を補助し
ています。
※補助を受けられる台数は幼児１
　人に対し１台で、申請できる回
　数は１回限りです。

6歳未満の幼児を養育する親権者
で、国土交通省の定める安全基準に
適合するチャイルドシート（中古品
を除く。）を購入し、次の要件を満た
す人
□購入日に幼児が6歳未満であること
□申請日に幼児と親権者が町に住
　民登録があること
□町税を滞納していないこと

対　象

チャイルドシート購入価格の2分
の1（千円未満切り捨て）で、上限
8,000円

補助金額

購入日から１年以内

申請期間

問い合わせ先

□幼児用補助装置購入補助金交付
　申請書兼実績報告書
□領収書またはレシート（購入日
　と購入額が記載されているもの）
□チャイルドシート付属の品質保
　証書または取扱説明書
□認印（スタンプ印不可）
□通帳（振込先がわかるもの）

申請に必要なもの

町民生活課 生活環境室
☎26-2243（直通）

投票所入場券について

　6月下旬から世帯ごとに順次発送する予定です。投票所に
持参してください。
　入場券を紛失した場合は、本人確認書類（運転免許証など）
を持参してください。
　投票所で再発行ができます。
※参議院議員選挙については、詳細が分かり次第町ホーム
ページなどでお知らせします。

▼問い合わせ先　吉岡町選挙管理委員会  ☎26‒2240（直通）
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水
道
メ
ー
タ
は
水
道
料
金
の
算

出
だ
け
で
は
な
く
、漏
水
の
発
見

に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。毎
月
14

日
か
ら
１
週
間
程
度（
土
・
日
曜
日

を
含
む
）は
水
道
メ
ー
タ
の
検
針

期
間
で
す
。検
針
し
や
す
い
状
態

の
維
持
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
検
針
期
間
は
天
候
な
ど
に
よ
り

ず
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

水
道
検
針
業
務
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

メ
ー
タ
器
周
辺
を
き
れ
い
に

まちの花

●
周
辺
の
草
や
木
を
除
去
す
る
。

※
夏
場
は
草
が
繁
茂
し
、検
針
の

妨
げ
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
メ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
自
動

車
や
物
を
置
か
な
い
。

●
出
入
り
口
や
メ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス

付
近
に
犬
を
つ
な
が
な
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課
上
水
道
室

☎
54
・
１
１
１
８（
直
通
）

　

町
で
は
、家
庭
用
浄
化
槽（
合
併

処
理
浄
化
槽
）を
設
置
す
る
人
に
、

浄
化
槽
設
置
補
助
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。単
独
処
理
浄
化
槽
か
く

み
取
り
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽
へ

切
り
替
え
る
場
合
、町
の
補
助
金

に
加
え
て
、県
の
浄
化
槽
エ
コ
補

助
金
も
受
け
ら
れ
ま
す
。補
助
金

の
申
請
期
限
は
、い
ず
れ
も
12
月

25
日
㊌
ま
で
で
す
。

　

通
常
、工
事
業
者
が
申
請
書
類

な
ど
を
揃
え
て
町
へ
提
出
し
ま

す
。必
ず
工
事
を
始
め
る
前
に
工

事
業
者
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

まちの鳥

家
庭
用
浄
化
槽
設
置
補
助
金
の
交
付

工
事
開
始
前
に
業
者
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

▼
対
象
区
域　

公
共
下
水
道
区
域

お
よ
び
農
業
集
落
排
水
区
域
を
除

く
全
域
。（
た
だ
し
、農
業
集
落
排

水
区
域
で
は
、新
規
の
つ
な
ぎ
込

み
が
で
き
な
い
区
域
は
対
象
と
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

▼
補
助
金
額　

５
人
槽
＝
17
万
４

千
円
、７
人
槽
＝
22
万
５
千
円
、10

人
槽
＝
29
万
８
千
円

※
浄
化
槽
エ
コ
補
助
金
を
受
け
る

場
合
は
、右
記
に
加
え
て
10
万
円

▼
問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課
下
水
道
室　

☎
26
・
２
２
８
４（
直
通
）

浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
忘
れ
ず
に

保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査
な
ど

まちの木

　

浄
化
槽
の
維
持
管
理
は
、保
守

点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査
に
分
か

れ
、浄
化
槽
法
で
そ
れ
ぞ
れ
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

保
守
点
検　

機
械
の
点
検
・
補
修

や
消
毒
剤
の
補
給
な
ど
で
す
。家

庭
用
の
小
型
浄
化
槽
で
は
４
カ
月

に
１
回
以
上
の
実
施
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。知
事
の
登
録
を

受
け
た
登
録
業
者
に
委
託
し
て
く

だ
さ
い
。

清　

掃　

浄
化
槽
内
に
た
ま
っ
た

汚
泥
な
ど
を
抜
き
と
る
作
業
で

す
。こ
れ
ら
が
た
ま
り
す
ぎ
る
と

浄
化
槽
の
機
能
に
支
障
を
き
た

し
、処
理
が
不
十
分
に
な
っ
た
り
、

悪
臭
の
原
因
に
な
っ
た
り
し
ま

す
。毎
年
１
回（
全
ば
っ
気
型
の
浄

化
槽
は
年
２
回
）の
実
施
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。市
町
村
長

の
許
可
を
受
け
た
浄
化
槽
清
掃
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

法
定
検
査　

水
質
に
関
す
る
調
査

で
す
。浄
化
槽
の
使
用
開
始
後
３

〜
５
カ
月
の
間
と（
７
条
検
査
）、

そ
の
後
は
毎
年
１
回
検
査（
11
条

検
査
）を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。検
査
は
群
馬

県
環
境
検
査
事
業
団
が
行
い
ま
す
。

※
処
理
対
象
人
数
が
50
人
以
下
の

浄
化
槽
で
、指
定
採
水
員
が
い
る

保
守
点
検
業
者
と
保
守
点
検
契
約

を
し
て
い
る
場
合
は
、保
守
点
検
業

者
が
現
場
で
の
11
条
検
査
を
代
行

し
て
行
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
町
内
登
録
業
者

保
守
点
検

㈲
前
橋
環
境
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
７
９
０
０　

㈲
北
群
馬
衛
生
社

☎
54
・
２
７
６
８

清　

掃

㈲
渋
川
衛
生
社
☎
22
・
０
９
２
３

㈲
関
東
清
掃
社
☎
22
・
０
２
９
４

㈲
北
群
馬
衛
生
社
☎
54
・
２
７
６
８

▼
問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課
下
水
道
室　

☎
26
・
２
２
８
４（
直
通
）

法
定
検
査
に
つ
い
て

群
馬
県
環
境
検
査
事
業
団

☎
０
２
７
・
２
８
０
・
５
２
２
２

浄
化
槽
に
つ
い
て

中
部
環
境
事
務
所

☎
０
２
７
・
２
１
９
・
２
０
２
０

群馬県
知事選挙

投票できる人（満18歳以上）7月21日㊐
7：00～20：00（告示日：7月4日㊍）

期日前・不在者投票日

7月5日㊎～7月20日㊏8：30～20：00
コミュニティセンター和室（１階）

　平成13年7月22日以前に生まれた人で、平成
31年4月3日までに吉岡町に転入手続きをし、
引き続き吉岡町の住民基本台帳に登録されて
いる人。
※県の選挙権を有する人が県内の他市町村に
転出した場合は、転出した日によって投票場
所が異なります。詳しくは、選挙管理委員会に
お問い合わせください。

投票日


